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規規 則則

旅費の支払事務に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成25年６月27日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第29号

旅費の支払事務に関する規則の一部を改正する規則

旅費の支払事務に関する規則（平成元年宮崎県規則第26号）の一部を次のように改正する。

別記様式第１号（その１）中

「

を

」
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別記様式第１号（その６）中

「 「

を に改め、同様式を別記様式第１号（その７）とする。

」 」

別記様式第１号（その５）を別記様式第１号（その６）とし、別記様式第１号（その４）を別記様式第１号（その５）とし、別記様式第

１号（その３）の次に次の１様式を加える。

に改める。

」

「
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別記様式第１号（別紙１）を削り、別記様式第１号（別紙２）を別記様式第１号（別紙）とする。

別記様式第２号中

「 「

」

別記様式第４号（その１）中

「

を

に、

」

「

」

を

「

」

に改める。

別記様式第４号（その６）を削り、別記様式第４号（その５）を別記様式第４号（その６）とし、別記様式第４号（その４）を別記様式

第４号（その５）とし、別記様式第４号（その３）の次に次の１様式を加える。

に改める。

」

を

「

」
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別記様式第４号（その９）中

「 「

に改め、

」 」

を

同様式の次に次の１様式を加える。
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成25年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の旅費の支払事務に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発し

た旅行については、なお従前の例による。

３ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の旅費の支払事務に関する規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所

要の事項を適宜補正して使用することができる。

告告 示示

宮崎県告示第 389号

次の医療機関を、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第

８号）第１条第１項に規定する救急病院等と認定した。

平成25年６月27日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 名称及び所在地

２ 救急病院等の認定の有効期間

平成25年７月17日から平成28年７月16日まで

宮崎県告示第 390号

保安林の指定施業要件を変更する件（平成25年農林水産省告示第

所 在 地名 称

延岡市出北６丁目1621番延岡市医師会病院

1750号）に係る保安林の所有者のうち、次の者については、所在が

不分明なため、森林法（昭和26年法律第 249号）第 189条の規定に

より、保安林の指定施業要件の変更の通知の内容を、当該保安林の

属する関係市町村の市役所又は町村役場に掲示するとともに、その

要旨を告示する。

平成25年６月27日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 掲示場所及び所在が不分明な者の氏名

小林市役所

井手上スミエ、下湯辰美、吉田兼四郎、吉野万之助、宮司教

男、御立田市次郎、黒木梅太郎、黒木和博、鮫島勲、小寺栄子

、松ヶ野休太郎、青山イハヨ、川添松之助、川添正己、大萩喜

太、大萩勝、中山盛英、中山与九郎、中村吉雄、中村清子、東

條半助、藤中定、萩原兼福、平野弥助

２ 通知の要旨

茨 農林水産大臣から保安林の指定施業要件を変更する旨の通知

があったこと。

芋 変更に係る保安林の所在場所及び変更後の指定施業要件につ

いては平成25年農林水産省告示第1750号によること。

家畜人工授精講習会規程の一部を改正する告示をここに公表する。

平成25年６月27日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 391号

家畜人工授精講習会規程の一部を改正する告示

家畜人工授精講習会規程（昭和60年宮崎県告示第 521号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（受講定員等）

第３条 講習会の受講定員（以下「受講定員」という。）は、次の

表の左欄に掲げる講習会の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲

げる人数とする。

（受講及び修業試験の免除の手続）

第８条 講習会の講習を受けようとする者で省令第24条の２第１項

に規定する受講等免除者に該当するものが、同項の規定による講

習会の受講及び修業試験の免除を受けようとするときは、受講及

び修業試験免除申請書（別記様式第２号）に同条第５項に規定す

る学科目取得証明書（別記様式第３号）を添付して、受講願書と

同時に知事に提出しなければならない。

（受講定員等）

第３条 講習会の受講定員（以下「受講定員」という。）は、次の

表の左欄に掲げる講習会の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲

げる人数とする。

（受講及び修業試験の免除の手続）

第８条 講習会の講習を受けようとする者で省令第24条の２第１項

に規定する受講等免除者に該当するものが、同項の規定による講

習会の受講及び修業試験の免除を受けようとするときは、受講及

び修業試験免除申請書（別記様式第２号）に同条第６項に規定す

る学科目取得証明書（別記様式第３号）を添付して、受講願書と

同時に知事に提出しなければならない。

受 講 定 員講 習 会 の 種 類

［略］

１回につき10人以内（２） 家畜人工授精及び家畜体内受

精卵移植に関する講習会

１回につき10人以内（３） 家畜人工授精並びに家畜体内

受精卵移植及び家畜体外受精卵移

植に関する講習会

受 講 定 員講 習 会 の 種 類

［略］

１回につき12人以内（２） 家畜人工授精及び家畜体内受

精卵移植に関する講習会

１回につき12人以内（３） 家畜人工授精並びに家畜体内

受精卵移植及び家畜体外受精卵移

植に関する講習会
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２ 講習会の講習を受けようとする者で他の講習会の修業試験に合

格しているものが、省令第24条の２第２項から第４項までの規定

による講習会の受講及び修業試験の免除を受けようとするときは

、受講及び修業試験免除申請書（別記様式第２号）に同条第６項

に規定する書面を添付して、受講願書と同時に知事に提出しなけ

ればならない。

（受講させない場合）

第９条 講習会の受講者が次の各号のいずれかに該当するときは、

受講させないことがある。

（１） ［略］

（２)講習期間中において、省令第24条第２項又は第３項に規定

する受講時間に達する見込みがないと認められるとき。

（家畜人工授精講習修業試験委員会）

第10条 ［略］

２ ［略］

３ 委員長は農政水産部次長（農政担当）を、副委員長は農政水産

部畜産・口蹄疫復興対策局畜産課家畜防疫対策室長をもって充て

るものとする。

４～６ ［略］

７ 委員会の庶務は、農政水産部畜産・口蹄疫復興対策局畜産課家

畜防疫対策室において処理する。

８ ［略］

２ 講習会の講習を受けようとする者で他の講習会の修業試験に合

格しているものが、省令第24条の２第２項から第５項までの規定

による講習会の受講及び修業試験の免除を受けようとするときは

、受講及び修業試験免除申請書（別記様式第２号）に同条第７項

に規定する書面を添付して、受講願書と同時に知事に提出しなけ

ればならない。

（受講させない場合）

第９条 講習会の受講者が次の各号のいずれかに該当するときは、

受講させないことがある。

（１） ［略］

（２） 講習期間中において、省令第24条第２項から第４項までに

規定する受講時間に達する見込みがないと認められるとき。

（家畜人工授精講習修業試験委員会）

第10条 ［略］

２ ［略］

３ 委員長は農政水産部次長（農政担当）を、副委員長は農政水産

部畜産新生推進局家畜防疫対策課長をもって充てるものとする。

４～６ ［略］

７ 委員会の庶務は、農政水産部畜産新生推進局家畜防疫対策課に

おいて処理する。

８ ［略］

附 則

この告示は、公表の日から施行する。

宮崎県告示第 392号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成25年６月27日から平成25年７月11日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成25年６月27日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 393号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道

路の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、平成25年６月27日から平成25年７月11日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成25年６月27日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 394号

宮崎県収入証紙条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第11号）第11

条第５項の規定により、収入証紙売りさばき人から次のとおり変更

の届出があった。

平成25年６月27日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

84．57．5～

21．0

旧日向市上町

10738番13

地先から同

市同町 107

43番１地先

まで

土々呂

日向線

県道226

84．512．9～

29．9

新

供用開始の期日区 間路線名
道路の

種 類

路線

番号

平成25年６月27日日向市上町

10738番13

地先から同

市同町 107

43番１地先

まで

土々呂

日向線

県道226

変 更

年 月 日

変 更 後変 更 前

売りさばき

人の名称

売りさばき

をする場所

売りさばき

人の名称

売りさばき

をする場所

平成25年

４月16日

日南まちづ

くり株式会

社

日南市材木

町２番25

日南コスモ

ビル１階

日南まちづ

くり株式会

社

日南市園田

二丁目１番

１号

公公 告告
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大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という

。）第８条第１項の規定により、延岡市から意見を聴取したので、

当該意見を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。

平成25年６月27日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

（仮称）ドラッグストアモリ岡富店

延岡市岡富町 711番１外 岡富古川土地区画整理事業地内（17

区画）

２ 意見の対象となった届出、届出事項及び届出年月日

法第５条第１項の規定による届出

大規模小売店舗の新設

平成25年３月６日

３ 意見の概要

意見なし

４ 意見を記載した書面の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商工政策課、宮崎県西臼杵支庁総務課

、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城

県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務

事務所総務商工センター

芋 期間

平成25年６月27日から平成25年７月29日まで

国土調査法（昭和26年法律第 180号）第19条第２項の規定により

、次のとおり地籍調査に係る地図及び簿冊を認証した。

平成25年６月27日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 地籍調査を行った者の名称

宮崎市

２ 地籍調査を行った期間

平成21年11月１日から平成24年２月27日

３ 地籍調査を行った地域

宮崎市高岡町五町の一部

４ 認証年月日

平成25年６月18日

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、大丸土地改良区（小林市）の役員の就任について次のとおり届出

があった。

平成25年６月27日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 就任した役員

（任期：平成26年３月31日まで）

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、向田吉野方土地改良区（日南市）の役員の就任及び退任について

次のとおり届出があった。

平成25年６月27日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 就任した役員

（任期：平成26年３月31日まで）

２ 退任した役員

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、宮崎市南部土地改良区（宮崎市）の役員の就任及び退任について

次のとおり届出があった。

平成25年６月27日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 就任した役員

住 所氏 名役名

小林市東方3222番地８押 川 通 寛理 事

住 所氏 名役名

日南市大字吉野方9932番地２中 村 勇理 事

住 所氏 名役名

日南市大字吉野方7658番地１蒼 田 康 一理 事

住 所氏 名役名

宮崎市大字郡司分乙 893番地１米 良 昇理 事 長

宮崎市大字熊野1399番地岩 切 秀 夫副理事長

宮崎市大字郡司分丙9576番地１鬼 束 政 成理 事

宮崎市大字田吉1385番地落 合 俊 郎理 事

宮崎市大字本郷南方2984番地日 窓 勝 敏理 事

宮崎市大字田吉 126番地湯 淺 一 正理 事

宮崎市大字加江田3818番地長 友 和 彦理 事

宮崎市大字加江田4495番地１長 友 清 二理 事

宮崎市大字熊野 520番地蛯 原 久 秋理 事

宮崎市大字本郷南方2694番地川 添 哲 身理 事

宮崎市大字熊野9937番地河 野 泰 平理 事

宮崎市大字熊野 10392番地佐 藤 律理 事

宮崎市大字熊野9938番地谷 口 弘 身理 事

宮崎市大字郡司分甲 265番地比江島 㓛理 事

宮崎市大字熊野1653番地持 原 善 伸理 事
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（任期：平成27年５月５日まで）

２ 退任した役員

（任期：平成27年３月31日まで）

２ 退任した役員

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、宮原堰土地改良区（延岡市）の役員の就任及び退任について次の

とおり届出があった。

平成25年６月27日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 就任した役員

宮崎市大字郡司分甲 321番地２湯 地 貞 幹理 事

宮崎市大字本郷北方3734番地１太 田 和 廣総括監事

宮崎市大字鏡洲 372番地日 窓 良 文監 事

住 所氏 名役名

宮崎市大字郡司分乙 893番地１米 良 昇理 事

宮崎市大字熊野1399番地岩 切 秀 夫理 事

宮崎市大字本郷南方3016番地イ号後 藤 純 夫理 事

宮崎市大字田吉1247番地２杉 山 幸 安理 事

宮崎市大字恒久1514番地日 窓 尚 泰理 事

宮崎市大字加江田3818番地長 友 和 彦理 事

宮崎市大字加江田4495番地１長 友 清 二理 事

宮崎市大字熊野1376番地８金 丸 輝 雄理 事

宮崎市大字熊野9937番地河 野 泰 平理 事

宮崎市大字熊野9938番地谷 口 弘 身理 事

宮崎市大字熊野 10316番地手 束 茂 紀理 事

宮崎市大字郡司分甲 321番地２湯 地 貞 幹理 事

宮崎市大字本郷南方2668番地川 越 義 繼理 事

宮崎市大字郡司分甲1020番地１田 中 盛 章理 事

宮崎市大字熊野 10392番地佐 藤 律監 事

宮崎市大字本郷北方3734番地１太 田 和 廣監 事

住 所氏 名役名

延岡市北川町長井 321番地大久保 眞 直理 事 長

延岡市北川町長井 306番地原 田 昇理 事

延岡市北川町長井1201番地阿 部 弘 幸理 事

延岡市北川町長井4400番地渡 部 治 男理 事

延岡市北川町長井3974番地８安 藤 幸 輝理 事

延岡市北川町長井2965番地２澤 康 治理 事

延岡市北川町長井5261番地２岩 倉 孝理 事

延岡市北川町長井5375番地甲 斐 富 雄理 事

延岡市北川町長井5521番地黒 田 博 道理 事

延岡市北川町長井 990番地２工 藤 昂理 事

延岡市北川町長井4424番地１盛 武 徹 郎監 事

延岡市北川町長井 236番地黒 木 好 也監 事

延岡市北川町長井5987番地16福 島 正 則監 事

住 所氏 名役名

延岡市北川町長井4424番地１盛 武 徹 郎理 事 長

延岡市北川町長井3951番地森 竹 照 吉理 事

延岡市北川町長井3641番地４広 末 太理 事

延岡市北川町長井1343番地池 田 政 夫理 事

延岡市北川町長井 386番地６岩 佐 美 基理 事

延岡市北川町長井 317番地13広 瀬 勇理 事

延岡市北川町長井5268番地１戸 上 誠 一理 事

延岡市北川町長井5374番地甲 斐 林理 事

延岡市北川町長井5565番地95松 谷 勝 希理 事

延岡市北川町長井5565番地83木 本 徳 幸理 事

延岡市北川町長井3214番地２広 瀬 信 晴監 事

延岡市北川町長井 236番地黒 木 好 也監 事
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延岡市北川町長井5525番地１木 本 勝 美監 事

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、市谷土地改良区（小林市）の役員の就任及び退任について次のと

おり届出があった。

平成25年６月27日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 就任した役員

（任期：平成28年３月31日まで）

２ 退任した役員

住 所氏 名役名

小林市北西方5350番地１寺 師 友 二理 事

小林市真方3717番地大部薗 勉理 事

小林市真方3485番地黒仁田 通理 事

小林市真方4289番地永 井 広 行理 事

小林市真方2637番地10下 村 勲理 事

小林市真方4419番地榎 田 丈 二理 事

小林市真方 373番地深 瀬 光 夫理 事

小林市真方2920番地４吉 留 勇 夫理 事

小林市真方3483番地１市 谷 次 作監 事

小林市真方4259番地の１坂 下 逸 夫監 事

住 所氏 名役名

小林市北西方5350番地１寺 師 友 二理 事

小林市真方3717番地大部薗 勉理 事

小林市真方3257番地の１倉 薗 忠理 事

小林市真方4289番地永 井 広 行理 事

小林市真方2637番地10下 村 勲理 事

小林市真方4424番地弼 野 淳 一理 事

小林市真方 373番地深 瀬 光 夫理 事

小林市真方2947番地の１松 尾 義 博理 事

小林市真方3483番地１市 谷 次 作監 事

小林市真方4259番地の１坂 下 逸 夫監 事

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、横市土地改良区（都城市）の役員の就任及び退任について次のと

おり届出があった。

平成25年６月27日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 就任した役員

（任期：平成29年５月４日まで）

２ 退任した役員

住 所氏 名役名

都城市志比田町4508番地10徳 益 吉 明理 事

都城市乙房町 207番地２秋 永 義 美理 事

都城市横市町61番地イ野 海 数 芳理 事

都城市横市町5986番地今 山 光 秋理 事

都城市蓑原町3001番地後 田 俊 秋理 事

都城市蓑原町2462番地中 島 繁理 事

都城市志比田町4623番地１奥 正 俊理 事

都城市南横市町3901番地２恒 松 喜久雄理 事

都城市横市町6470番地８久 留 信 生理 事

都城市横市町5751番地高 丸 浩 一理 事

都城市南横市町4084番地１鎌 田 和 義理 事

都城市志比田町7325番地内 村 義 明理 事

都城市南横市町2061番地６水 光 透理 事

都城市南横市町4041番地栗 山 良 平監 事

都城市横市町 10231番地今 山 努監 事

都城市志比田町6066番地遠 矢 重 利監 事

住 所氏 名役名

都城市南横市町4120番地松 田 時 夫理 事

都城市横市町61番地イ野 海 数 芳理 事
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都城市横市町6557番地久 留 武 利理 事

都城市横市町5986番地今 山 光 秋理 事

都城市横市町5794番地福 野 国 洋理 事

都城市志比田町4623番地１奥 正 俊理 事

都城市志比田町4508番地10徳 益 吉 明理 事

都城市乙房町 207番地２秋 永 義 美理 事

都城市志比田町9497番地猪ヶ倉 重 光理 事

都城市蓑原町2462番地中 島 繁理 事

都城市南横市町3901番地２恒 松 喜久雄理 事

都城市南横市町2050番地２平 田 光 廣理 事

都城市蓑原町3001番地後 田 俊 秋理 事

都城市南横市町4041番地栗 山 良 平監 事

都城市横市町 10231番地今 山 努監 事

都城市志比田町5881番地豊 丸 義 広監 事

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により

、奈留土地改良区（串間市）の役員の退任について次のとおり届出

があった。

平成25年６月27日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 退任した役員

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により

、山之口土地改良区（都城市）から平成25年４月24日付けで申請の

あった定款の変更を認可した。

平成25年６月27日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第77号

。以下「法」という。）第４条第７項の規定により、宮崎県の海洋

生物資源の保存及び管理に関する計画を次のように変更したので、

公表する。

平成25年６月27日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 海洋生物資源の保存及び管理に関する方針

住 所氏 名役名

串間市大字奈留 967番地３島 田 重 忠理 事

茨 本県の水産業は、生産量で全国第12位、生産額で全国第11位

（平成22年）の漁獲実績を示している。県内においては、地域

的に水産業を中核とした関連産業が発達した地域があり、重要

な産業となっている。

また、本県にとって水産業は、宮崎県総合計画（未来みやざ

き創造プラン）の中でも重要な位置付けであり、今後とも水産

業の発展を図っていくためには、海洋生物資源を適切に管理し

、合理的に利用していくことが必要である。

芋 本県水域は、日向灘沖を黒潮が流れ、沿岸には豊後水道から

の内海系水が南下しており、黒潮周辺海域では黒潮に乗って回

遊するカツオ、マグロ、シイラ等の暖海性の回遊性魚類の、沿

岸域ではイワシ、アジ、サバ類の浮魚類、マダイ、チダイ、ク

ルマエビあるいは根付け資源のイセエビ等の好漁場が形成され

ている。

しかしながら、我が国周辺水域における海洋生物資源が低水

準、減少傾向にあるものが多くなるにつれ、本県海域における

海洋生物資源も低水準、減少傾向にあるものが多くなってきて

いる。

今後ともこのような状況が継続すれば、県民及び国民のニー

ズへの的確な対応のみならず、地域の経済の発展への重大な支

障となるおそれがある。

鰯 このため、従来も種苗放流、漁業の管理等を通じて資源管理

型漁業の推進等、種々の保存管理措置を講じてきたところであ

り、この結果、マダイ、ヒラメ、クルマエビ等地先の資源を中

心として多くの海洋生物資源の保存管理が図られるようになっ

てきているが、更に海洋資源の適切な保存及び管理を図るため

、法第３条第１項の基本計画により決定された漁獲可能量の都

道府県別の数量について、適切な管理措置を講じることとする

。

允 また、本県の重要資源であるマダイ、ヒラメ、クルマエビ、

アマダイ、トラフグ、カサゴ等については、今後も資源のより

適正な管理を推進する必要があるため、分布、回遊状況、資源

の内容、当該資源を取り巻く環境等についてのより詳細な科学

的知見が必要であり、当該データの蓄積又は知見の進展を図る

ため、宮崎県水産試験場を中心とし、関係県との連携の下、資

源管理体制を充実強化し、将来の具体的な資源管理方策につい

て検討していくこととする。

印 その他、漁獲可能量制度を適切に管理し、必要に応じて漁業

者等の指導又は採捕の数量の公表等の実効措置を講じるため、

他県入漁船を含め、第１種特定海洋生物資源の採捕実績の的確

な把握に努めるものとする。

咽 更に、海洋生物資源の適切な保存及び管理を図るため、協定

制度（法第13条第２項に規定する協定を締結することにより、

海洋生物資源の保存及び管理を図ることをいう。以下同じ。）

の活用等により、引き続き漁業者等による自主的な資源管理を

推進する。

員 なお、本県における漁獲可能量においては、他県入漁者の採

捕実績に妥当な配慮を払うものとする。

２ 第１種特定海洋生物資源ごとの漁獲可能量について本県に定め

られた数量に関する事項

第１種特定海洋生物資源ごとの管理の対象となる期間及び知事

管理量は、下表のとおりとする。

平成25年平成24年第１種特定海

洋生物資源の 16，000トン16，000トンまさば及びごまさば
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準注 「平成24年」の管理の対象となる期間は、まさば及びごまさ

ばにあっては平成24年７月から平成25年６月まで、それ以外の

第１種特定海洋生物資源にあっては平成24年１月から平成24年

12月までである。「平成25年」の管理の対象となる期間は、ま

さば及びごまさばにあっては平成25年７月から平成26年６月ま

で、それ以外の第１種特定海洋生物資源にあっては平成25年１

月から平成25年12月までである。

３ 第１種特定海洋生物資源の知事管理量について、海洋生物資源

の採捕の種類別、海域別又は期間別の数量に関する事項

第１種特定海洋生物資源ごとの知事管理量について、採捕の種

類別及び期間別に定める数量は、下表のとおりとする。

なお、海域別の数量は、定めない。

また、資源に対する漁獲圧力が無視できるほど小さいと認めら

れる漁業種類については、数量を明示しないこととした。

準注 「平成24年」の管理の対象となる期間は、まさば及びごまさ

ばにあっては平成24年７月から平成25年６月まで、それ以外の

第１種特定海洋生物資源にあっては平成24年１月から平成24年

12月までである。「平成25年」の管理の対象となる期間は、ま

さば及びごまさばにあっては平成25年７月から平成26年６月ま

で、それ以外の第１種特定海洋生物資源にあっては平成25年１

月から平成25年12月までである。

４ 第１種特定海洋生物資源知事管理量に関し実施すべき施策に関

する事項

【まいわし】

中型まき網漁業及び小型まき網漁業については、漁業者によ

る自主的な漁獲可能量の管理を推進するため、協定制度の普及

及び定着を図ることとし、海洋生物資源の採捕の数量等の報告

に関する規則（平成８年宮崎県規則第53号。以下「規則」とい

う。）の規定に基づき漁獲実績の報告を求め、現状以上に漁獲

努力量を増加させることのないようにするとともに、採捕の数

量が前年の実績程度となるよう努めるものとする。

なお、定置漁業、小型定置網漁業等にあっては、まいわしの

採捕実績が極めて微少であるため、今回割当てを行っていない

が、現状の漁獲努力量を著しく増加させることがないよう努め

、漁獲実績が従来程度となるよう努めることとする。

【まさば及びごまさば】

中型まき網漁業及び小型まき網漁業については、漁業者によ

る自主的な漁獲可能量の管理を推進するため、協定制度の普及

及び定着を図ることとし、規則に基づき漁獲実績の報告を求め

、漁獲実績が配分量以下となるよう指導することとする。

また、原則として現在のまき網漁業許可隻数等については現

状どおりとして、従来の操業規制と同様の規制に基づいて操業

することとする。

なお、定置漁業、小型定置網漁業等にあっては、まさば及び

ごまさばの採捕実績が極めて微少であるため、今回割当てを行

っていないが、現状の漁獲努力量を著しく増加させることがな

いよう努め、漁獲実績が従来程度となるよう努めることとする

若干若干まいわし期間別に定め

る数量 若干若干まあじ

中型まき網漁業及び小型まき網漁業採捕の種類

平成25年平成24年第１種特定海

洋生物資源の

期間別に定め

る数量

15，740トン15，760トンまさば及びごまさば

若干若干まいわし

若干若干まあじ

。

【まあじ】

中型まき網漁業及び小型まき網漁業については、漁業者によ

る自主的な漁獲可能量の管理を推進するため、協定制度の普及

及び定着を図ることとし、規則に基づき漁獲実績の報告を求め

、漁獲実績が配分量以下となるよう指導することとする。

また、原則として現在のまき網漁業許可隻数等については現

状どおりとして、従来の操業規制と同様の規制に基づいて操業

することとする。

なお、定置漁業、小型定置網漁業等にあっては、まあじの採

捕実績が極めて微少であるため、今回割当てを行っていないが

、現状の漁獲努力量を著しく増加させることがないよう努め、

漁獲実績が従来程度となるよう努めることとする。

５ その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項

茨 海洋生物資源の保存及び管理をより一層推進するために、よ

り詳細かつ正確な資源状況の把握が必要であることから、漁獲

情報を的確に把握するとともに、資源に関する調査及び研究の

充実・強化を更に進めることとする。

芋 海洋生物資源の保存及び管理を推進するため、小型魚や産卵

親魚の保護等に向けた取組を進めることとする。

６ 指定海洋生物資源の保存及び管理に関する事項

本県においては該当なし

入札公告

一般競争入札を次のとおり実施する。

平成25年６月27日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 競争入札に付する事項

茨 借入物品及び数量 県立学校校務用コンピュータ 430台

芋 借入物品の特質等 仕様書による。

鰯 納入期限 平成25年９月30日

允 契約期間 平成25年10月１日から平成30年９月30日まで（60

月）

印 納入場所 仕様書による。

咽 入札方法 茨の借入物品について入札を実施する。入札金額

は、賃借料１月当たりの単価に契約期間月数を乗じた金額を記

載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載した

金額に当該金額の 100分の５に相当する金額を加算した金額（

１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を

もって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった契約希望金額の 105分の 100に相当する金額を入札書に

記載すること。

２ 契約に係る特約事項

茨 この競争入札に係る契約（以下「本件契約」という。）は、

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平成

17年宮崎県条例第81号）第２条第１項第１号の規定による契約

であり、県は、上記１の允の契約期間において次に掲げる場合

のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする

。

ア 本件契約の相手方がその責めに帰すべき理由により本件契

約に違反した場合

イ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以後において本件

契約に係る県の歳出予算が減額又は削除された場合
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芋 県は、茨の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損

害については、その賠償の責めを負わないものとする。

３ 競争入札に参加する者に必要な資格

茨 この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件

をすべて満たす者とする。

ア 平成25年宮崎県告示第 124号に規定する資格を有する者で

、業種がサービス（役務の提供）に関する業種で、営業種目

が賃貸業務で種目が電算機器又は営業種目が電算業務で種目

が電算処理（システム開発を含む。）、データエントリー及

びその他のものであること。

イ 納入する物品及び数量を確実に納入できる者であること。

ウ 納入する物品の機能が仕様を満たし、当該物品を確実に設

置及び設定できると認められる者であること。

エ 本件の借入物品について、保守、点検、修理、部品の提供

等のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供

できると認められる者であること。

オ 納入する物品を第三者をして貸付けようとする者にあって

は、当該物品を自ら貸付けできる能力を有するとともに、第

三者をして貸付けできる能力を有することを証明した者であ

ること。

芋 入札に参加しようとする者は、茨イ、ウ、エ及びオの資格要

件を満たすことを証明する書類を平成25年７月19日までに提出

しなければならない。

なお、入札者は、当該書類について説明を求められたときは

これに応じなければならない。

４ 契約条項を示す場所及び期間

茨 場所 宮崎県教育庁財務福利課管理担当 宮崎市橘通東１丁

目９番10号 郵便番号 880−8502 電話番号0985（26）7235

芋 期間 平成25年６月27日から平成25年８月６日まで（土曜日

、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで）

５ 入札説明書及び仕様書の交付

茨 場所 宮崎県教育庁財務福利課管理担当

芋 期間 平成25年６月27日から平成25年７月19日まで（土曜日

、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで）

６ 入札説明会

入札説明会は実施しない。ただし、本件入札に関する質問につ

いては、平成25年７月19日午後５時まで受け付ける。なお、入札

に関する質問にあっては個別に対応するが、入札に参加しようと

する者全員に周知する必要があると判断したものに関しては、メ

ール又はホームページで通知する。

７ 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法

茨 提出場所 宮崎県教育庁財務福利課管理担当

芋 提出期限 平成25年８月６日午後５時

鰯 提出方法 持参又は送付（郵便にあっては書留郵便に限る。

）により提出すること。

８ 開札の場所及び日時

茨 場所 宮崎県庁４号館２階 教育共用会議室

芋 日時 平成25年８月７日午後２時

９ 入札保証金

入札保証金については、宮崎県財務規則（昭和39年宮崎県規則

第２号）第 100条の規定による。

10 入札の無効に関する事項

宮崎県財務規則第 125条に規定する入札は、無効とする。

11 落札者の決定の方法

予定価格以内で最低価格の入札を行った者を落札者とする。

12 契約に関する事務を担当する部局等

宮崎県教育庁財務福利課管理担当 宮崎市橘通東１丁目９番10

号 郵便番号 880−8502 電話番号0985（26）7235

13 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

14 その他

茨 この競争入札による調達は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づ

く政府調達に関する協定の適用を受ける。

芋 特定調達に係る苦情処理の関係において宮崎県政府調達苦情

検討委員会が調達の停止等を要請する場合がある。この場合、

調達手続きの停止等があり得る。

鰯 その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。

15 Summary

茨 Natureandquantityoftheservicerequired:Personalcom-

putersforschoolaffairs：430computers

芋 Timelimitfortender:5:00.p.m.６August2013

鰯 Contactpointforthenotice:ManagementSection,Finan-

ceandWelfareDivisionMiyazakiPrefecturalGovernment,

1-9-10TachibanadoriHigashi,MiyazakiCity,880-8502Jap-

an.TEL:0985-26-7235
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